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眉
間
寺
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
新
修
東
大
寺
文
書
聖
教
中
に
み
え
る
中
世
文
書
の
紹
介
を
か
ね
て
―
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は
じ
め
に

東
大
寺
の
北
西
に
は
丘
陵
が
広
が
っ
て
お
り
、
古
来
よ
り
佐
保
山
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て

き
た
。
そ
の
頂
上
に
は
南
都
を
見
渡
す
形
で
聖
武
天
皇
陵
が
築
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
か

つ
て
陵
墓
を
守
護
す
る
眉
間
寺
と
い
う
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
。
文
久
年
間(

一
八
六
一
～
六

四)

の
修
陵
に
よ
っ
て
山
上
に
あ
っ
た
堂
舎
な
ど
が
山
下
へ
移
さ
れ
、
明
治
維
新
の
際
に
廃
寺

と
な
っ
た
と
さ
れ
る

(
)

。
現
在
は
往
時
の
様
子
を
偲
ぶ
よ
う
な
も
の
は
殆
ど
残
っ
て
は
お
ら
ず
、

1

境
内
跡
も
聖
武
天
皇
陵
内
に
あ
る
た
め
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
眉
間
寺
の
全
容
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
部
分
が
多
い
。
先
行

研
究
を
見
る
と
、
多
聞
城
の
発
掘
調
査
成
果
に
関
連
し
て
、
近
世
眉
間
寺
境
内
の
推
定
領
域

が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
外
に
流
出
し
た
什
物
に
つ
い
て
は
博
物
館
や
美
術
館
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
個
別
に
研
究
が
進
展
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
加
え
て
、
眉
間

寺
の
歴
史
や
旧
蔵
聖
教
な
ど
に
つ
い
て
も
一
部
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る

(
)

。
た
だ
し
、
境
内
の

2

領
域
、
什
物
や
聖
教
が
眉
間
寺
の
歴
史
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
が
生
じ
る
要
因
と
し
て
は
、
眉
間
寺
の
歴
史
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
大
き
い
。
確
か
に
、
眉
間
寺
は
廃
寺
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
関
係
す
る
史
料

は
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
眉
間
寺
の
住
持
記
録
等
は
戦
前
よ
り
あ
る
程
度
把
握
さ
れ
て
お

り

(
)

、
こ
う
し
た
諸
記
録
を
用
い
て
解
明
す
る
余
地
は
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
に

3も
関
わ
ら
ず
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
史
料
の
残
存
状
況
に
加
え
、
廃
寺
に
よ
っ
て
伽

藍
が
消
滅
し
、
境
内
跡
も
聖
武
天
皇
陵
に
内
包
さ
れ
容
易
に
調
査
が
で
き
な
く
な
っ
た
点
、

散
佚
し
た
眉
間
寺
旧
蔵
の
本
尊
・
什
物
・
聖
教
等
の
全
容
把
握
が
難
し
い
点
も
背
景
に
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
史
料
の
み
な
ら
ず
伽
藍
・
仏
像
な
ど
の
各
分
野
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と

か
ら
眉
間
寺
は
調
査
対
象
と
は
な
り
え
ず
、
現
在
ま
で
解
明
が
立
ち
後
れ
て
い
る
側
面
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
眉
間
寺
の
歴
史
を
紐
解
く
上
で
重
要
と
な
る
基
礎
史
料
を
整
理
し
、

眉
間
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
の
概
観
を
示
す
こ
と
で
前
述
し
た
問
題
点
の
解
消
を
図
り
た
い
。

ま
た
、
本
稿
で
示
し
た
眉
間
寺
の
歴
史
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
新
修
東
大
寺
文
書
聖
教
中
に
み

え
る
眉
間
寺
宛
の
中
世
文
書
が
そ
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
の
か
、

少
し
ば
か
り
考
察
し
た
い
。

な
お
、
眉
間
寺
の
所
在
地
は
中
世
と
近
世
と
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
中
世
に
は
眉
間
寺
山

上(

現
在
の
奈
良
市
立
若
草
中
学
校)

に
位
置
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
中
世
末

期
に
松
永
久
秀
に
よ
っ
て
多
聞
城
が
築
城
さ
れ
る
と
破
却
さ
れ
、
近
世
初
頭
に
聖
武
天
皇
陵

中
腹
の
南
面
に
再
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
中
世
段
階
で
の
所
在
地
に

あ
っ
た
眉
間
寺
を
指
す
場
合
は
中
世
眉
間
寺
、
近
世
段
階
の
所
在
地
に
あ
っ
た
眉
間
寺
を
指

す
場
合
に
は
近
世
眉
間
寺
と
表
記
す
る
。

一

眉
間
寺
に
つ
い
て
の
諸
記
録

眉
間
寺
の
歴
史
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
『
大
和
名
所
図
絵
』
や
『
和
州
寺
社
記
』
・

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
な
ど
、
比
較
的
流
布
し
て
い
る
地
誌
類
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。
特
に
近
世
眉
間
寺
の
往
時
の
寺
観
が
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
は
『
大
和
名
所
図

絵
』
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
眉
間
寺
に
関
す
る
記
録
と
い
う
点
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
誌
類
よ
り
も
内
容
の
信
頼
性
が
高
く
、
情
報
量
も
遙
か
に
多
い
史
料

が
何
点
か
確
認
で
き
る
。
次
に
紹
介
す
る
史
料
は
眉
間
寺
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
の
基
礎
史

料
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
歴
代
住
持
の
記
録
が
中
心
と
な
る
。

成
立
年
順
に
み
る
と
、
ま
ず
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
巻
一
〇
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
伝
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律
図
源
解
集
』(

以
下
、
本
稿
で
は
『
解
集
』
と
し
て
表
記)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
は
、
東

大
寺
新
禅
院
の
亮
然
重
慶
が
貞
享
元
年(

一
六
八
四)

に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
竺
・
中
国

・
日
本
に
お
け
る
戒
律
伝
播
の
歴
史
を
ま
と
め
た
記
録
で
あ
る
。
そ
の
下
巻
最
末
に｢

眉
間
寺

住
持
次
第｣
が
収
録
さ
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
眉
間
寺
の
沿
革
を
述
べ
た
後
、
中
興
道
寂

上
人
お
よ
び
真
賢
上
人
に
よ
る
功
績
の
叙
述
に
多
く
を
割
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
興
の
真

賢
上
人
か
ら
第
十
六
代
住
持
聖
応
ま
で
の
歴
代
住
持
の
名
を
羅
列
す
る
構
成
を
と
る
。

こ
の
『
解
集
』
を
改
め
て
増
補
・
再
編
集
し
た
も
の
が
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
佐
保
山
眉
間

寺
略
記
』(

以
下
、
本
稿
で
は
『
略
記
』
と
し
て
表
記)

と
み
ら
れ
る

(
)

。
こ
の
記
録
の
書
出
に
は｢

此

4

記
者
正
徳
二
年
尊
識
大
徳
筆
、
新
禅
院
重
慶
師
宝
永
八
年
集
記
少
増
減
而
、
楠
葉
久
修
恩
院

開
山
宗
覚
正
直
大
徳
乞
添
削
、
為
後
代
為
一
巻
之
砌
筆
記
也｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宝
永
八
年

(

一
七
一
一)

に
『
解
集
』
の
著
者
重
慶
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

重
慶
が
『
解
集
』
編
纂
の
後
に
再
び
眉
間
寺
の
記
録
を
作
成
し
た
背
景
で
あ
る
が
、
宝
永
四

年(

一
七
〇
七)

の
大
地
震
と
関
係
し
て
い
た
。
眉
間
寺
は
こ
の
大
地
震
に
よ
っ
て
宝
塔
の
九
輪

や
阿
弥
陀
如
来
座
像
な
ど
が
被
害
を
受
け
て
お
り
、
宝
永
七
～
九
年
に
か
け
て
修
復
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る

(
)

。
そ
の
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
前
述
し
た
『
略
記
』
が
編
纂
さ
れ
、
そ
の

5

情
報
を
元
に
楠
葉
久
修
園
院
の
宗
覚
正
直
が
整
え
て
美
文
化
し
た
も
の
が
、
現
在
は
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
南
京
眉
間
寺
縁
起
』
で
あ
ろ
う

(
)

。
奥
書
に
は
「
正
徳

6

第
二
龍
集
壬
辰
孟
秋
黒
月
八
日

老
比
丘
宗
覚
正
直
謹
識
」
と
あ
り
、
前
述
し
た
『
略
記
』

書
出
の
記
述
と
お
お
よ
そ
一
致
す
る
。
こ
の
『
南
京
眉
間
寺
縁
起
』
は
復
興
の
た
め
の
修
造

勧
進
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
『
略
記
』
は
そ
の
縁
起
作
成
に
あ
た
っ
て
眉
間
寺
の
歴

史
等
を
再
調
査
し
た
際
の
記
録
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
重
慶
に
よ
っ
て
『
解
集
』
が
編
纂

さ
れ
た
以
降
も
、
宝
永
地
震
を
契
機
と
し
て
『
略
記
』
や
『
南
京
眉
間
寺
縁
起
』
と
い
っ
た

記
録
・
縁
起
類
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
眉
間
寺
に
つ
い
て
の
記
録
が
編
纂
さ
れ
る
の
は
、
鳳
寿
瑞
鑑
が
住
持
を
つ
と
め
て
い

た
時
期
で
あ
る

(
)

。
現
在
、
東
大
寺
図
書
館
に
は
東
大
寺
薬
師
院
文
書
と
し
て
『
佐
保
山
眉
間

7

寺
住
持
次
第
考
』(

以
下
、
本
稿
で
は
『
次
第
考
』
と
表
記)

と
い
う
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(
)

。
8

こ
の
史
料
は
題
名
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
眉
間
寺
の
歴
代
住
持
の
記
録
で
あ
り
、
外
題
に

｢

瑞
鑑｣

の
署
名
が
あ
る
こ
と
、
文
中
に｢

鑑
云｣

と
は
じ
ま
る
瑞
鑑
の
口
述
を
記
し
た
箇
所
が

み
え
る
こ
と
か
ら
、
瑞
鑑
が
住
持
を
つ
と
め
て
い
た
宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

以
降
に
編
纂
さ
れ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、『
解
集
』
や
『
略
記
』
と
比
較
し
て
内
容
が
豊
富
で
あ
る
た
め
、

『
次
第
考
』
が
眉
間
寺
の
歴
史
を
最
も
詳
述
し
て
い
る
も
の
と
な
ろ
う
。
更
に
『
次
第
考
』

の
特
徴
と
し
て
は
、
眉
間
寺
で
編
纂
さ
れ
た
諸
記
録
の
概
要
お
よ
び
ど
の
記
録
か
ら
の
引
用

し
た
記
述
な
の
か
を
記
載
し
て
い
る
点
、
重
慶
が
編
纂
し
た
情
報
に
つ
い
て
批
判
的
に
継
承

し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
引
用
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
『
次
第
考
』
以

前
の
記
録
と
し
て
主
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、
お
お
よ
そ
次
に
あ
げ
る
三
点
の
記
録
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
点
目
は
『
天
正
記
』
で
あ
る
。
『
次
第
考
』
で
初
出
の
際
に｢

第
七
代
英
順
大
徳

記
一
巻｣

と
の
割
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
英
順
聡
清
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
『
次
第
考
』
の
英
順
聡
清
の
項
目
に
は
、｢

古
過
去
帳
奥
書
云
、
多
門
山
松

永
弾
正
一
乱
ニ
今
小
路
ヘ
寺
ヲ
移
其
砌
、
前
々
過
去
帳
損
間
、
以
古
本
写
畢
、
天
正
三
乙
亥

年
九
月
十
四
日

子
守
眉
間
寺
書
之

住
持
英
順
房
俗
生
八
十
六
夏
六
十

知
事
定
順
相
似

比
丘
玉
瞻
五
十
一

是
過
去
帳
云
天
正
記｣

と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
の
過
去

帳
が
多
聞
城
の
築
城
に
伴
う
眉
間
寺
の
移
転
の
際
に
破
損
し
た
た
め
、
天
正
三
年(

一
五
七
五)

に
古
本
を
写
し
た
過
去
帳
を
作
成
し
た
と
い
う
。
更
に
こ
の
過
去
帳
の
通
称
が
『
天
正
記
』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
引
用
さ
れ
る
眉
間
寺
固
有
の
記
録
と
し
て
は
成
立
が
最
も
古
い
も
の

に
な
る
が
、
管
見
の
限
り
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
『
次
第
考
』
の
引
用
に
よ
っ

て
の
み
、
そ
の
内
容
が
う
か
が
え
る
。

二
点
目
は
『
略
縁
起
』(

以
下
、
本
稿
で
は
『
宝
永
記
』
に
統
一
し
て
表
記)

で
あ
る
。
割
書
に

は｢

宝
永
年
中
当
住
秀
賢
参
府
之
砌
、
依
求
新
禅
院
重
慶
大
徳
之
草
案｣

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、

宝
永
年
間
に
重
慶
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
草
案
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
成
立
時
期
に
因

み
、
『
次
第
考
』
で
は
『
宝
永
記
』
と
い
う
呼
称
で
引
用
さ
れ
る
。
前
述
し
た
宮
内
庁
書
陵
部
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所
蔵
の
『
略
記
』
は
同
時
期
に
重
慶
が
作
成
し
た
記
録
で
あ
る
が
、
『
宝
永
記
』
が
『
略
記
』

と
同
じ
も
の
を
示
し
て
い
る
の
か
は
現
時
点
で
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
作
者
の

た
め
同
様
の
解
釈
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

三
点
目
は
『
新
禅
院
記
』
・
『
真
言
・
新
禅
兼
帯
住
持
次
第
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
が

作
成
さ
れ
た
契
機
に
つ
い
て
、
瑞
鑑
は
『
次
第
考
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
寛
永

年
間
に
は
、
東
大
寺
真
言
院
・
新
禅
院
は
無
住
で
あ
っ
た
期
間
が
十
一
年
間
も
あ
り
、
寛
永

十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
に
両
院
が
焼
失
し
た
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
『
真
言
・
新
禅
兼

帯
住
持
次
第
』
は
俊
良
浄
慶
が
両
院
主
を
兼
帯
し
た
際
に
、
真
言
院
法
流
血
脈
の
順
序
に
準

じ
、
暗
記
し
て
い
た
住
持
を
加
え
て
作
成
し
た
住
持
次
第
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
当

該
期
の
一
部
に
み
ら
れ
た
真
言
・
新
禅
院
か
ら
の
転
住
・
昇
進
の
事
例
を
拡
大
し
た
結
果
、

眉
間
寺
住
持
の
代
数
は
大
い
に
錯
乱
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
重
慶
の
『
解
集
』
・
『
宝
永
記
』

に
お
い
て
も
こ
の
代
数
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
た
め
、
眉
間
寺
の
歴
代
住
持
を
把
握
す
る

史
料
と
し
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
瑞
鑑
は
『
次
第
考
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
『
宝
永
記
』
な
ど
重

慶
が
編
纂
し
た
記
録
を
多
く
参
照
し
て
い
る
一
方
、
そ
れ
ら
の
記
録
類
の
記
述
内
容
に
つ
い

て
も
慎
重
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
『
次
第
考
』
に
記
さ
れ
る
瑞
鑑
の
考
察
に
つ
い
て
一
例
を

あ
げ
る
と
、『
新
禅
院
記
』
・
『
解
集
』
が
あ
げ
る
六
代
住
持
聡
盛
の
没
年
月
日
は
永
禄
八
年(

一

五
六
五)

十
月
十
日
で
あ
る
が
、
『
天
正
記
』
よ
り
当
時
の
眉
間
寺
住
持
は
聡
清
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
聡
清
の
没
年
月
日
は
天
正
九
年(

一
五
八
一)

九
月
晦
日
も
確
実
で
あ

る
た
め
、
聡
盛
と
聡
清
は
同
名
異
人
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

眉
間
寺
の
歴
史
に
関
す
る
記
録
と
し
て
は
、
一
見
す
る
と
現
存
が
確
認
で
き
る
記
録
と
し

て
は
成
立
が
最
も
古
い
『
解
集
』
や
そ
れ
を
増
補
し
た
『
略
記
』
・
『
宝
永
記
』
が
最
も
信
用

で
き
る
史
料
の
よ
う
に
も
お
も
え
る
が
、
『
次
第
考
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世
後
期
か
ら

近
世
前
期
に
か
け
て
の
記
述
は
か
な
り
錯
乱
し
て
お
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿

で
は
『
解
集
』
や
『
南
京
眉
間
寺
縁
起
』
・
『
次
第
考
』
な
ど
の
諸
記
録
を
比
較
検
討
し
、
表

眉
間
寺
歴
代
住
持
〔
稿
〕
と
し
て
、
眉
間
寺
の
歴
代
住
持
の
表
を
付
し
た
。
次
項
以
降
の

考
察
と
関
係
す
る
の
で
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

二

古
代
・
中
世
の
眉
間
寺

そ
れ
で
は
、
先
ほ
ど
整
理
し
た
記
録
類
の
記
述
に
沿
っ
て
眉
間
寺
の
歴
史
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
は
眉
間
寺
の
開
山
で
あ
る
が
、
諸
記
録
と
も
行
潜
と
す
る
。
行
潜
は
鑑
真
の
高
弟
法

進
の
弟
子
で
あ
り
、『
沙
弥
十
戒
並
威
儀
経
疏
』
で
は
山
田
寺
僧
と
し
て
み
え
る
人
物
で
あ
る
。

な
お
、
『
次
第
考
』
の
み
二
代
目
住
持
を
空
山
僧
正
と
し
て
い
る
が
、
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
開
山
当
初
の
寺
号
は
眉
間
寺
で
は
な
く
、
眺
望
寺
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
眺
望

寺
と
い
う
名
称
が
開
山
当
初
の
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
中
世
・
近
世
眉
間
寺

共
に
南
都
を
一
望
で
き
る
眺
め
の
良
い
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り

(
)

、
こ
う
し
た
寺
号
か

9

ら
は
見
晴
ら
し
の
良
い
寺
院
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
眉
間
寺
の
一
面
が
み
て
と
れ
よ
う
。

続
い
て
、
性
海
上
人
と
い
う
住
持
が
あ
げ
ら
れ
る
。
村
上
天
皇
の
治
世
で
あ
っ
た
天
徳
二

年(

九
五
八)

、
聖
武
天
皇
陵
に
菩
薩
像
頭
が
出
現
し
て
光
明
を
放
ち
、
そ
の
眉
間
よ
り
仏
舎

利
が
二
粒
出
現
し
た
と
い
う
。
村
上
天
皇
は
寛
朝
に
供
養
を
命
じ
る
と
共
に
眉
間
寺
の
勅
額

を
下
し
寺
号
が
眉
間
寺
に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
を
載
せ
、
そ
の
時
の
住
持
が
性
海
上
人
で
あ

っ
た
と
記
す
。
こ
の
あ
た
り
の
記
述
は
増
減
が
あ
り
な
が
ら
も
諸
記
録
で
共
通
し
て
お
り
、

こ
の
頃
に
眉
間
寺
へ
と
寺
号
が
変
わ
っ
た
と
い
う
寺
側
の
認
識
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
後
、
眉
間
寺
の
中
興
と
し
て
登
場
す
る
の
が
道
寂
上
人
で
あ
る
。
『
次
第
考
』
な
ど
で

は
嘉
保
元
年(

一
〇
九
四)

に
東
大
寺
戒
壇
院
道
慧
よ
り
具
足
戒
を
受
け
た
こ
と
を
記
す
。
『
本

朝
新
修
往
生
伝
』
で
は
、
元
は
元
興
寺
の
僧
で
あ
り
、
後
に
眉
間
寺
へ
移
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
同
伝
で
は
、
久
安
三
年(

一
一
四
七)

十
二
月
八
日
に
眉
間
寺
で
往
生
し
、
眉
間
寺
に
は
紫

雲
の
瑞
相
が
顕
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
は
院
政
期
に
成
立
し
た
往

生
伝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
院
政
期
に
は
既
に
眉
間
寺
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
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代 僧名 『解集』 『南京眉間寺縁起』 『次第考』 備考

1 行潜 行潜僧都 唐国行讃僧正 行潜僧都
行潜以後の住持について不詳と記す(『解集』)。｢唐国行讃僧正｣に｢行潜僧正｣と貼紙する
(『南京眉間寺縁起』)。

2 空山 ― ― 空山僧正 空山僧正以後の住持について不詳と記す(『次第考』)。

(眉間
舎利出
現時)

性海 ― 性海上人 性海上人 性海前後の住持について不分明と記す(『南京眉間寺縁起』貼紙)。

中興 道寂 伊賀上人道寂律師 伊賀上人道寂 道寂上人
『本朝新修往生伝』・『元亨釈書』では、元興寺僧として登場し、後に眉間寺に移ったとす
る。『南京眉間寺縁起』では白毫寺に住し、後に眉間寺に移ったとしている。久安三年
(1147)十二月八日入滅(『解集』・『南京眉間寺縁起』)。

― 海岸 海岸法師 海岸上人 海岸律師 道寂の従兄弟と記す(『解集』)。

― 海慧 ― 海慧上人 ―

― 玉海 ― 玉海僧正 玉海僧正

― 覚叡 ― 覚叡僧都 覚叡僧正

― 智海 ― 智海僧都 智海僧都

― 智道 ― 智道僧正 智道僧正

― 道海 ― 道海僧正 道海僧正

― 道円 ― ― 道圓僧正

― 俊円 ― ― 俊圓僧正

― 任円 ― 任圓僧正 任圓僧正

― 見円 ― 見圓僧正 ― 『南京眉間寺縁起』貼紙では｢光円僧正　道円僧正　至行明上人十二代歴年不分明」と記す。

― 願専 ― ― 願専上人

― 春道 ― ― 春道上人

― 行明 行明上人 行明上人 本願行明上人(中興)

中興 真賢 真賢上人 真賢上人 深照真賢大徳(中興)
新禅院・真言院第八代(『解集』)。文明三年(1471)十一月十三日寂(『解集』・『次第
考』)。

― 光兼 光兼上人(第二) ― ― 新禅院・真言院第九代(『解集』)。

2 隆賢 隆賢上人(第三) ― 英如隆賢大徳(二代)
新禅院・真言院第十代。英如房(『解集』)。明応八年(1499)十一月朔日、74歳にて入滅(『解
集』・『次第考』)。

3 清秀 ― ― 椿玉清秀大徳(三代) 明応五年(1496)二月十六日日寂。

4 猷円 ― ― 賢順猷圓大徳(四代) 永正三年(1506)三月十二日日寂。

5 源貞 ― ― 源貞大徳(五代) 享禄五年(1532)卯月十日寂。

6 明秀 ― ― 明秀大徳(六代) 天文六年(1537)二月三日寂。

× ― 聖秀上人(第四) ― ― 新禅院・真言院第十一代。俊如房(『解集』)。

× ― 善秀上人(第五) ― ― 俊浄房(『解集』)。永禄四年(1561)十月廿一日寂(『解集』・『次第考』)。

× ― 聰盛上人(第六) ― ―
俊知房(『解集』)。永禄八年(1565)十月十日寂(『次第考』)。『略記』では｢第七代住持惣盛
上人｣と記す。

7 聡清 ― 英順聰清大徳(七代) 天正九年(1581)九月晦日寂(『次第考』・『多聞院日記』同年十月二日条)。

× ― 頼英上人(第七) ― ― 俊善房(『解集』)。

× ― 善證上人(第八) ― ― 俊明房。新禅院・真言院第十二代(『解集』)。永禄十二年(1569)寂(『次第考』)。

8 玉瞻 玉瞻律師(第九) ― 定順玉瞻大徳(八代) 天正廿年(1592)十月廿九日寂(『次第考』・『多聞院日記』同年十一月三日条)。

9 実尊 實尊律師(第十) ― 英恩實尊大徳(九代) 慶長十七年(1612)八月十日寂(『本光国師日記』慶長十七年九月廿七日条・『次第考』)。

△ 継運 継運大徳(第十一) ― 継運長寿房
元和元年(1615)五月六日、大坂において入滅(『解集』)。畠山氏一族出身であり、大坂夏の
陣で21歳にて討死(『次第考』)。

10 実秀 實秀律師(第十二) ― 英俊實秀大徳(十代)
『次第考』では慶長十七年(1612)に住持となったとしているが、実尊の没後は継運が住持に
なったことが確認できる(『本光国師日記』慶長十七年九月廿七日条)。元和九年(1623)八月
十三日、31歳にて入滅(『次第考』)。

× ― 英順律師(第十三) ― ― 良観房(『解集』)。

11 実弘 實弘大徳(第十四) ― 英玉實弘大徳(十一世)
英玉房(『解集』)。藤井氏出身、実秀甥。寛文五年(1665)十月十二日、51歳にて入滅(『次第
考』)。

12 弘賢 弘賢大徳(第十五) ― 英音弘賢大徳(十二世)
英恩房(『解集』)。藤井氏出身、実弘甥。延宝六年(1678)八月五日、24歳にて入滅(『次第
考』)。

13 秀玉 聖應(第十六) ― 聖應秀玉大徳(十三世) 秀玉房(『解集』)。藤井氏出身、弘賢甥。享保十九年(1734)八月廿九日寂(『次第考』)。

14 秀賢 ― ― 尊識秀賢大徳(十四世) 藤井氏出身、秀玉弟。享保廿年(1735)九月八日寂(『次第考』)。

15 秀慶 ― ― 深亮秀慶律師(十五世) 藤井氏出身、秀賢甥。享保十九年(1734)十二月、法瑞に住職を譲り、隠居(『次第考』)。

16 法瑞 ― ― 覚如法瑞大徳(十六代)
淡路国都志郷高田氏出身。宝暦六年(1756)七月五日、瑞鑑に住職を譲り、隠居する(『次第
考』)。

17 瑞鑑 ― ― ―
鳳寿瑞鑑。『次第考』著者。享保十一年(1726)に生まれ、天明六年(1786)に六十一歳にて入
滅(稲城信子｢近世後期における眉間寺の勧進活動｣〔『日本中世の経典と勧進』塙書房、2005
年〕参照)。

表　眉間寺歴代住持〔稿〕

〔凡例〕 『伝律図源解集』下巻所収の「眉間寺住持次第」、国立歴史民俗博物館所蔵『南京眉間寺縁起』、東大寺図書館所蔵『佐保山眉間寺住持次第考』を比較検討し、近世中
期までの眉間寺住持をおおよそ歴代順に復元した表である。
代数の項目：諸記録を勘案しつつ、中興からの代数を表記している。｢―｣で表記した箇所は代数を確定できなかったことをあらわしている。また、｢×｣で表記している箇所は、記
録によっては住持としてあげられているが、比較検討の結果、住持ではないと判断した箇所である。｢△｣は、住持をつとめていた形跡が確認できるが、後に歴代住持から削られた
とみられる箇所である。
『解集』・『次第考』の項目：僧名横にある丸括弧内には、同記録に記されていた代数を表記した。

橘　悠太　眉間寺についての一考察
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道
寂
の
後
の
住
持
に
つ
い
て
は
記
録
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
海
岸
・
玉

海
・
任
円
な
ど
の
歴
代
住
持
の
名
が
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
僧
名
を
示
す
の
み
で
そ
の
履
歴

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
の
眉
間
寺
に
つ
い
て
み

る
と
、
東
大
寺
文
書
中
に
あ
る
元
徳
三
年(

一
三
三
一)

の
兵
庫
関
結
解
状
に
は｢

眉
間
寺
十
講

布
施｣

の
費
目
が
み
ら
れ
る

(
)

。こ
の
眉
間
寺
十
講
と
は
聖
武
天
皇
の
忌
日
で
あ
る
五
月
二
日
に
、

10

中
臈
以
上
の
東
大
寺
僧
が
出
仕
し
、
眉
間
寺
で
お
こ
な
わ
れ
る
十
座
に
わ
た
る
講
問
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
議
を
介
し
た
眉
間
寺
と
東
大
寺
と
の
接
点
が
当
該
期
に
は

既
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
東
大
寺
戒
壇
院
と
の
接
点
は
当
初
よ
り
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
不
明
で
、
前
述
し
た
道
寂
上
人
の
往
生
の
例
や
、
尊
観
と
い
う
眉
間
寺
長
老
が
東
大

寺
知
足
院
悟
阿
の
弟
子
と
し
て
血
脈
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
院
政
期
か
ら

鎌
倉
前
期
に
か
け
て
は
浄
土
信
仰
と
の
接
点
も
う
か
が
え
よ
う

(
)

。
11

次
に
、
中
世
後
期
の
住
持
を
み
る
と
、
願
専
上
人
と
春
道
上
人
の
二
人
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
中
世
後
期
当
初
の
住
持
や
眉
間
寺
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
什
物
の
銘
・
聖
教
奥
書
な
ど

を
用
い
て
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
、
『
次
第
考
』
に
お
い
て
も
永
和
三
年(

一
三
七
七)

の
東
大
寺
別
当
東
南
院
聖
珍
法
親
王
に
よ
る
四
聖
御
影
の
奥
書
や
、
眉
間
寺
銘
の
あ
る
塗
椀

の
裏
に
あ
る
明
徳
三
年(

一
三
九
二)

の
奥
書
な
ど
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
中
世
後
期
に
お
い
て

も
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
た
眉
間
寺
で
あ
っ
た
が
、
長
禄
年
間(

一
四
五
七
～
六
〇)

に
は
退
転

し
た
よ
う
で
、
行
明
上
人
が
復
興
を
試
み
た
こ
と
を
記
す
。
応
仁
二
年(

一
四
六
八)
に
東
大
寺

真
言
院
の
真
賢
上
人
を
招
請
し
、
太
子
堂
・
威
徳
院(

本
堂)

と
い
っ
た
堂
舎
が
整
備
さ
れ
た

と
い
う
。
真
賢
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
真
賢
上
人
の
御
影
が
当
時
は
現
存
し
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
『
解
集
』
・
『
略
記
』
で
は
明
応
三
年(

一
四
九
四)

に
制
作
さ
れ
た
御
影
賛
文
の
全
文
を

引
用
す
る
。

真
賢
が
入
寺
し
て
以
降
、
東
大
寺
新
禅
院
・
真
言
院
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
新
禅
院
院
主
で
あ
っ
た
英
如
隆
賢
が
次
の
住
持
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
真
賢

以
降
に
お
け
る
眉
間
寺
の
什
物
の
奥
書
な
ど
を
み
る
と
、
年
預
・
知
事
・
綱
維
と
い
っ
た
役

職
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
真
賢
の
中
興
以
降
は
律
家
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
眉
間
寺
山
の
地
は
南
都
に
お
け
る
葬
送
の
拠
点
の
ひ
と
つ
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
中
世
眉
間
寺
の
僧
ら
は
律
僧
と
し
て
葬

送
と
密
接
な
関
係
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

(
)

。
12

真
賢
在
任
時
の
文
明
二
年(

一
四
七
〇)

五
月
十
八
日
に
は
、
大
雨
に
よ
っ
て
眉
間
寺
山
の
一

部
が
崩
れ
、
堂
舎
や
寺
僧
を
巻
き
込
む
被
害
が
発
生
し
た

(
)

。
こ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
は
、

13

奈
良
吉
野
の
弘
願
寺(

上
之
坊)

本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
修
理
願
文
が
納
入
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
近
年
の
調
査
か
ら
判
明
し
て
お
り
、
中
世
眉
間
寺
堂
舎
の
被
害
や
復
興
の
様
子
が
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る

(
)

。
隆
賢
の
次
に
住
持
に
な
っ
た
の
は
真
賢
の
住
持
期
に
知
事
を
つ
と
め
て

14

い
た
椿
玉
清
秀
で
あ
り
、
そ
の
後
に
賢
順
猷
円
、
源
貞
、
明
秀
と
続
く
。
な
お
、
当
該
期
の

歴
代
住
持
に
つ
い
て
は
『
解
集
』
・
『
略
記
』
等
と
『
次
第
考
』
と
で
は
大
き
く
異
な
る
が
、

瑞
鑑
の
考
察
に
従
い
、
表

眉
間
寺
歴
代
住
持
〔
稿
〕
で
は
『
次
第
考
』
の
歴
代
住
持
を
採

用
し
た
。

さ
て
、
当
該
期
の
大
和
国
で
は
、
衆
徒
・
国
民
を
中
心
と
す
る
勢
力
に
よ
る
戦
乱
が
絶
え

間
な
く
続
い
て
お
り
、
再
興
さ
れ
た
と
は
い
え
眉
間
寺
に
と
っ
て
も
厳
し
い
局
面
は
続
い
て

い
た
。
例
え
ば
、
文
明
十
一
年(

一
四
七
九)

に
は
、
筒
井
順
尊
の
足
軽
が
眉
間
寺
西
御
門
に
乱

入
し
、
古
市
澄
胤
方
が
出
兵
し
て
い
る

(
)

。
ま
た
、
永
正
四
年(

一
五
〇
七)

十
一
月
に
は
赤
澤
長

15

経
が
眉
間
寺
に
陣
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
)

。
南
都
の
北
側
の
出
入
口
と
い
う
要
衝
に
位
置

16

し
て
い
た
こ
と
か
ら
戦
場
に
も
な
り
や
す
く
、
眉
間
寺
山
は
軍
事
拠
点
と
し
て
幾
度
も
占
領

さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
英
順
聡
清
の
代
に
眉
間
寺
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
。

永
禄
二
年(

一
五
五
九)

、
松
永
久
秀
が
大
和
国
へ
と
侵
入
し
、
南
都
を
占
領
す
る
。
そ
の
後
、

眉
間
寺
山
に
築
城
を
は
じ
め
、
眉
間
寺
山
上
に
あ
っ
た
眉
間
寺
は
移
転
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
『
次
第
考
』
に
よ
れ
ば
、
永
禄
三
年
十
月
十
三
日
、
眉
間
寺
の
仏
像
・
僧
徒
・
墓
は

悉
く
移
転
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
移
転
し
た
先
は｢

今
小
路｣

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
眉
間
寺

山
よ
り
南
下
し
た
先
の
今
小
路
町
に
あ
た
る
。
今
小
路
へ
の
移
転
は
『
略
記
』
・
『
次
第
考
』

橘　悠太　眉間寺についての一考察
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の
み
な
ら
ず
、
他
の
史
料
で
も
確
認
で
き
る
。
永
禄
六
年
の｢

東
大
寺
燈
油
納
所
和
芸
等
連
署

畠
地
相
博
状｣

で
は
、｢

今
小
路
畠
一
所｣

が
新
眉
間
寺
の
石
塔
建
立
に
伴
っ
て
寄
進
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る

(
)

。
ま
た
、｢

勝
南
院
以
下
知
行
地
注
文｣

に
記
さ
れ
る
畠
の
注
記
の
一

17

つ
に｢

今
小
路
新
眉
間
寺
ノ
跡
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る

(
)

。
ま
た
、
『
略
記
』
に
よ

18

れ
ば
、
今
小
路
町
の
中
で
も
現
在
の
浄
国
寺
の
付
近
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

当
該
期
に
は
今
小
路
に
眉
間
寺
が
所
在
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
こ
は
新
眉
間
寺
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
が
諸
史
料
か
ら
確
か
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

(
)

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
史
料
上

19

で
は
堂
舎
の
移
転
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
二
条
寺
主
家
記
抜
萃
』
永
禄
四
年
条
に

お
い
て
も｢

南
都
眉
間
寺
破
壊
造
城
了｣
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(
)

、
眉
間
寺
の
堂
舎
は
破
却

20

も
し
く
は
多
聞
城
の
一
部
へ
転
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
小
路
へ
移
転
し
た
後
、
眉
間
寺
は
更
に
移
転
し
た
よ
う
で
あ
り
、
『
略
記
』
・
『
宝
永
記
』

で
は
本
尊
な
ど
の
仏
像
類
や
僧
衆
を
子
守
に
移
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
前
述
し
た

よ
う
に
、
『
次
第
考
』
が
聡
清
の
項
目
で
引
用
す
る
『
天
正
記
』
奥
書
に
は｢

天
正
三
乙
亥
年

九
月
十
四
日
子
守
眉
間
寺
書
之

住
持
英
順
房｣

と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
眉
間
寺
僧
ら
は
確
か

に
子
守
に
て
活
動
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
移
転
先
の｢

子
守｣

と
は
奈
良
町

の
本
子
守
町
付
近
を
指
す
と
み
ら
れ
、
こ
の
付
近
に
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
子
守
町

に
隣
接
す
る
伝
香
寺
や
付
近
の
来
迎
寺
に
は
、
眉
間
寺
に
由
来
す
る
仏
像
な
ど
が
納
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
こ
の
地
に
移
転
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る

(
)

。
21

そ
し
て
、
こ
の
子
守
眉
間
寺
は
多
聞
城
廃
城
に
あ
た
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
。『
略
記
』
に
は
、

｢

松
永
寺
借
、
其
後
寺
ヲ

帰
時
、
松
永
ヨ
リ

眉
間
寺
エ

書
状
、
今
寺
有
之｣

と
み
え
る
。
松
永
側

は
眉
間
寺
の
境
内
地
を
借
用
し
て
い
た
認
識
で
あ
り
、
廃
城
に
あ
た
っ
て
返
却
す
る
旨
の
書

状
が
発
給
さ
れ
、
宝
永
年
間(

一
七
〇
四
～
一
一)

の
段
階
で
は
眉
間
寺
に
そ
の
書
状
が
残
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
聞
城
の
廃
城
後
、
眉
間
寺
が
い
つ
近
世
の
境
内
地
に
再
建
さ
れ
た
の

か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
次
第
考
』
の
定
順
玉
瞻
の
項
目
で
は
天
正
十
二

年(

一
五
八
四)

に｢

於
当
山
灌
頂｣

が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年

に
は
再
建
が
始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
更
に
『
次
第
考
』
で
は
寛
永
三
年(

一
六
二
六)

の
観
音
堂
修
理
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
近
世
境
内
地
の
位
置
に
再

建
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
眉
間
寺
山
に
所
在
し
て
い
た
中
世
段
階
の

境
内
地
は
近
世
眉
間
寺
境
内
推
定
地
と
比
較
し
て
も
土
地
面
積
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
中
世
眉
間
寺
に
は
様
々
な
堂
舎
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
文
明
二
年
の
土

砂
災
害
の
関
係
史
料
な
ど
か
ら
も
想
定
さ
れ
、
主
要
堂
舎
が
本
堂
・
観
音
堂
・
太
子
殿
の
み

で
あ
っ
た
近
世
眉
間
寺
は
縮
小
し
て
再
建
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
近
世
眉
間
寺
が

中
世
眉
間
寺
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
規
模
で
再
建
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
な

る
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

以
上
、
歴
代
住
持
の
変
遷
と
共
に
古
代
・
中
世
の
眉
間
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

中
世
前
期
か
ら
中
世
後
期
前
半
ま
で
の
眉
間
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
近
世
段
階
の
眉
間
寺

内
で
も
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
近
世
に
繋
が
る
眉
間
寺
の
歴
史
は
中
世
後
期
に
中
興

し
た
真
賢
上
人
か
ら
始
ま
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
次
第
考
』
と
同
様
に
眉

間
寺
旧
蔵
の
什
物
・
聖
教
奥
書
や
東
大
寺
関
係
聖
教
な
ど
か
ら
そ
の
足
跡
を
丹
念
に
追
っ
て

い
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
多
聞
城
築
城
に
伴
う
中
世
眉
間
寺
の
移
転
に
つ
い
て
、

従
来
の
研
究
で
は
西
側
の
聖
武
天
皇
陵
中
腹
に
移
転
し
た
と
想
定
さ
れ
て
き
た
が
、
眉
間
寺

の
諸
記
録
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
史
料
よ
り
、
今
小
路
お
よ
び
子
守
に
移
転
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
近
世
眉
間
寺
が
再
建
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
直
ち
に
こ
の
場
所
に
移
転
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
眉
間
寺
旧
蔵
と
み
ら
れ
る
什

物
な
ど
の
流
出
時
期
に
つ
い
て
も
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
従
来
、
現

存
す
る
眉
間
寺
旧
蔵
の
什
物
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
が
明
治
維
新
の
廃
寺
に
伴
う
流
出

と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
退
転
を
繰
り
返
し
て
い
た
中
世
段
階
や
中
近
世
移
行
期
に
み
え
る

中
世
眉
間
寺
の
破
却
と
移
転
の
際
の
流
出
も
十
分
に
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(
)

。
22
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三

近
世
の
眉
間
寺

続
い
て
、
近
世
段
階
に
お
け
る
眉
間
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
す
る
が
、
本
稿
で
は
『
次

第
考
』
で
記
さ
れ
る
近
世
中
期
段
階
ま
で
の
検
討
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

近
世
に
な
る
と
江
戸
幕
府
と
い
う
新
し
い
政
治
権
力
と
の
関
係
が
結
ば
れ
る
。
他
の
大
和

国
諸
寺
社
と
同
様
、
慶
長
七
年(

一
六
〇
二)

の
日
付
に
て
徳
川
家
康
の
判
物
が
発
給
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
以
降
、
徳
川
家
忠
・
家
光
・
家
綱
と
い
っ
た
歴
代
将
軍
の
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
て

い
る

(
)

。
時
代
の
変
遷
と
共
に
大
和
国
の
治
世
は
安
定
し
、
中
世
後
期
の
よ
う
に
戦
火
を
被
る

23

こ
と
は
な
く
な
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
近
世
初
頭
の
眉
間
寺
内
で
は
別
の
問
題
が
発
生
し
て

い
た
。
住
持
職
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
『
次
第
考
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
住
持
は
中
興
真

賢
か
ら
数
え
て
第
十
代
に
あ
た
る
英
恩
実
尊
が
住
持
で
あ
っ
た
。

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
七
年
九
月
廿
七
日
条
に
は
、
眉
間
寺
の
住
持
職
を
巡
る
相
論

が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
住
持
実
尊
は
塩
田
勘
左
衛
門
の
舎
兄

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
血
縁
関
係
を
も
と
に
塩
田
勘
左
衛
門
子
の
勝
右
衛
門
子
息
を
次

期
住
持
に
据
え
る
こ
と
を
了
承
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
勝
右
衛
門
子
息
が
住
持
を
つ
と
め

る
に
は
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
塩
田
勘
左
衛
門
・
勝
右
衛
門
親
子
は
興
福
寺
一
乗
院
と
そ
こ

に
仕
え
て
い
た
塩
田
氏
親
族
の
玄
識
尊
旭
の
力
も
借
り
て
、
扶
持
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、

実
尊
の
も
と
に
は
継
運
長
寿
・
英
俊
実
秀
と
い
う
弟
子
が
既
に
お
り
、
慶
長
十
七
年
八
月
十

日
に
実
尊
が
亡
く
な
る
と
、
勝
右
衛
門
の
子
息
で
は
な
く
継
運
長
寿
が
住
持
と
な
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
そ
れ
は
塩
田
氏
と
の
相
談
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
動
き
に
対
し
、
同

年
九
月
廿
一
日
に
興
福
寺
一
乗
院
を
介
し
て
尊
旭
が
金
地
院
崇
伝
に
訴
え
出
て
い
る
。

こ
の
眉
間
寺
住
持
職
を
め
ぐ
る
争
い
の
当
事
者
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
塩
田
氏
側
を
み
て
い
く
と
、
塩
田
勘
左
衛
門
・
勝
右
衛
門
ら
は｢

九
州
か
ら
津｣

(

唐)

に
一
族
で
下
向
し
て
い
る
こ
と

(
)

、
寺
沢
広
高
の
書
状
と
共
に
塩
田
勘
左
衛
門
書
状
な
ど
も
崇

24

伝
側
に
到
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(
)

、
寺
沢
広
高
に
仕
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述

25

し
た
よ
う
に
興
福
寺
一
乗
院
に
仕
え
て
い
た
玄
識
尊
旭
は
塩
田
勘
左
衛
門
の
子
息
と
記
さ
れ

る
な
ど

(
)

、
寺
沢
広
高
や
興
福
寺
一
乗
院
な
ど
と
関
係
を
有
す
る
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

26

る
。こ

う
し
た
塩
田
氏
側
に
対
し
、
継
運
は
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
次
第
考
』

に
よ
る
と
、
継
運
は
紀
州
堅
田
畠
山
氏
の
嫡
流
と
い
う
血
筋
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
東
大
寺
戒
壇
院
・
新
禅
院
も
関
与
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る

(
)

。
27

継
運
の
血
筋
の
良
さ
が
相
論
に
お
い
て
塩
田
氏
に
対
抗
で
き
る
要
因
で
あ
っ
た
と
ひ
と
ま
ず

考
え
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
て
前
住
持
実
尊
の
出
身
家
で
あ
る
塩
田
氏
と
継
運
に
よ
る
住
持

職
を
巡
る
争
い
は
金
地
院
崇
伝
の
も
と
に
持
ち
こ
ま
れ
、
相
論
は
翌
十
八
年
ま
で
継
続
し
て

い
る

(
)

。
『
本
光
国
師
日
記
』
に
は
相
論
の
顛
末
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
継
運
は
元
和

28

元
年(

一
六
一
五)

五
月
六
日
に
大
坂
夏
の
陣
に
て
討
死
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
継
運
側
の
住
持

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
塩
田
勝
右
衛
門
子
息
も
結
局
住
持
に
は
な

っ
て
お
ら
ず
、
続
い
て
十
一
代
住
持
と
な
っ
た
の
は
英
俊
実
秀
で
あ
っ
た

(
)

。
29

『
次
第
考
』
に
よ
れ
ば
、
実
秀
は
坂
上
田
村
麻
呂
の
末
裔
を
称
す
る
山
城
国
相
楽
郡
相
楽

村
の
藤
井
氏
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
藤
井
氏
が
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
眉

間
寺
の
経
営
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
十
一
代
住
持
は
実
秀
の
甥
に
あ
た
る
英

玉
実
弘
が
据
え
ら
れ
、
寛
永
～
寛
文
年
間
に
か
け
て
堂
舎
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
寛

永
三
年(

一
六
二
六)

に
観
音
堂
修
理
、
寛
永
十
四
年
に
鐘
楼
の
鐘
が
鋳
造
さ
れ
、
万
治
三
年(

一

六
六
〇)

に
本
堂
修
理
、
寛
文
三
年(

一
六
六
三)

に
本
堂
・
観
音
堂
・
愛
染
塔
本
尊
が
修
復
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
多
聞
城
廃
城
以
降
、
慶
安
三
年(

一
六
五
〇)

に
奈
良
奉
行
中
坊
時
祐
が
当
時

眉
間
寺
領
で
あ
っ
た
多
聞
山
へ
登
山
し
、
承
応
二
年(

一
六
五
三)

に
御
用
地
と
し
て
い
る
が
、

寺
側
は
そ
の
替
地
を
要
求
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
は
次
項
で
後
述
す
る
が
、
そ
の

請
願
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
が
十
三
年
後
の
寛
文
五
年
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
陵
の
西
側
を
中

心
と
す
る
三
千
六
百
坪
の
山
地
・
畠
地
を
獲
得
し
た
。
た
だ
し
、
実
弘
は
こ
の
請
願
の
諸
手

続
の
際
に
心
労
が
た
た
っ
て
か
、
寛
文
五
年
十
月
十
二
日
に
江
戸
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
後
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継
住
持
に
は
実
弘
の
甥
藤
井
松
千
代
丸
が
す
え
ら
れ
、
松
千
代
丸
の
父
と
み
ら
れ
る
藤
井
左

平
治
が
江
戸
に
お
い
て
朱
印
状
と
替
地
拝
領
に
つ
い
て
承
け
て
い
る
。
近
世
前
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
、
眉
間
寺
の
寺
院
経
営
に
藤
井
氏
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

眉
間
寺
住
持
へ
の
藤
井
氏
の
関
与
は
以
降
も
続
き
、
十
三
代
聖
応
秀
玉
・
十
四
代
尊
識
秀

賢
・
十
五
代
深
亮
秀
慶
は
い
ず
れ
も
藤
井
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
霊
雲
寺
の
戒
琛

慧
光
が
東
大
寺
戒
壇
院
長
老
へ
招
請
さ
れ
る
と
、
秀
慶
も
惠
光
に
学
び
眉
間
寺
の
戒
律
を
再

興
さ
せ
た
と
い
う
。
秀
慶
は
慧
光
の
弟
子
覚
如
法
瑞
に
住
持
を
譲
与
し
て
い
る
が
、
法
瑞
は

慧
光
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
住
持
を
相
承
し
て
い
た
藤
井
氏
で
は
な
く
、

淡
路
国
都
志
郷
高
田
氏
の
出
身
で
あ
っ
た

(
)

。
そ
の
後
、
法
瑞
は
宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

七
月
に

30

鳳
寿
瑞
鑑
へ
住
持
職
を
譲
っ
て
お
り
、
藤
井
氏
出
身
者
が
眉
間
寺
住
持
を
相
承
す
る
時
代
は

終
焉
を
迎
え
た
。

以
上
、
近
世
中
期
頃
ま
で
を
対
象
と
し
、
住
持
職
を
軸
に
近
世
眉
間
寺
の
様
相
を
概
観
し

た
。
中
近
世
移
行
期
に
は
住
持
職
を
め
ぐ
る
相
論
が
見
ら
れ
、
ま
た
住
持
記
録
な
ど
で
も
住

持
の
俗
姓
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
南
都
寺
院
に
み
ら
れ
る
寺
元
な
ど
の
問
題

と
も
関
係
す
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
検
討
す
る
た
め
に
は
更
に
眉
間
寺
関
係
の
近
世
史

料
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る

(
)

。
ま
た
、
近
世
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
眉
間
寺
の
歴
代
住
持

31

を
輩
出
し
た
藤
井
氏
の
影
響
力
は
近
世
中
期
を
境
に
途
切
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
慧
光

や
法
瑞
ら
新
安
流
に
よ
る
戒
律
復
興
に
伴
う
寺
内
規
式
の
変
化
な
ど
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
藤
井
氏
側
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
、
今
後
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

四

眉
間
寺
宛
の
中
世
文
書

今
回
の
報
告
書
に
掲
載
し
た
新
修
東
大
寺
文
書
聖
教
の
中
に
は
、
中
世
後
期
に
記
さ
れ
た

も
の
と
お
ぼ
し
き
眉
間
寺
宛
の
文
書
が
あ
る
。
そ
れ
が
第
九
〇
函
三
三
号
の｢

某
御
教
書｣

で

あ
る
。
書
誌
情
報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

竪
紙
、
楮
紙
、
縦
四
六
・
八
㎝
、
横
三
一
・
七
㎝
、
端
裏
書
ナ
シ
、
懸
紙
二
種
、

(

懸
紙
上
書)

｢

御
陵
方
康
安
年
中
古
文
書

眉
間
寺｣

○
懸
紙
端
に｢

人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇
天
平
勝
宝
八
月
五｣

ト
ノ
記
述
ア
リ
、

本
文
書
の
翻
刻
は
次
の
通
り
と
な
る
。

聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后
・
淡
海
公

於
御
廟
可
被
勤
修
光
明

真
言
并
香
花
等
之
仏
事
、

有
御
立
願
也
、
早
為
当
寺
御

祈
願
寺
致
勤
可
奉
守

護
三
廟
之
旨
、
内
々

被
仰
出

処
候
也
、
恐
々
謹
言
、

『
康
安
二
年

壬刀

』

八
月
廿
一
日

寺
主
□
□
奉

(

後
筆)

〔
秀
公
ヵ
〕

眉
間
寺
へ

本
文
書
の
内
容
は
、
聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后
・
藤
原
不
比
等
の
御
廟
に
お
い
て
、
光
明
真

言
・
香
花
等
の
仏
事
の
実
施
と
廟
の
守
護
に
つ
い
て
の
命
じ
て
い
る
文
書
と
な
る
。
こ
の
文

書
の
発
給
者
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
書
状
を
眉
間
寺
へ
発
給
し
う
る
対
象
と
し
て
ま
ず
考
え
た
い
の
が
東
大
寺
の

長
官
た
る
東
大
寺
別
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭

に
み
え
る｢

聖
武
天
皇｣

の
呼
称
で
あ
る
。
東
大
寺
側
が
発
給
す
る
文
書
で
は｢

本
願
皇
帝｣

と

記
載
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
御
廟
に
関
わ
る
内
容
で
あ
れ
ば
尚
更
そ
の
よ
う
な

に
記
す
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
本
文
書
で
は｢

聖
武
天
皇｣

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
東
大
寺

別
当
御
教
書
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
留
保
し
た
い
。
な
お
、
本
文
書
が
東
大
寺
別
当
御
教

書
で
あ
っ
た
場
合
、
聖
珍
法
親
王
の
内
々
の
仰
せ
に
よ
る
も
の
と
な
る
。
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付図 某御教書 (第90函33号)

ま
た
、
本
文
書
は
大
宮
家
文
書
の
中
に
も
写
し
が
存
在
し
て
い
る

(
)

。
写
し
の
奥
書
に
は
東

32

大
寺
北
林
院
の
古
記
録
内
に
写
さ
れ
て
い
た
本
文
書
に
つ
い
て
、
奈
良
奉
行
所
の
与
力
で
あ

っ
た
中
条
良
蔵
が
そ
れ
を
写
し
取
っ
て
い
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
差
出
の
左
傍
に｢

但

口
老
ニ
曰
、
戒
談
院
末
寺
成
ヶ
故
同
院
僧
ヵ｣

と
の
注
記
が
あ
る
が
、
戒
壇
院
末
寺
と
な
る
の

は
遡
っ
て
も
真
賢
の
中
興
以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
戒
壇
院
の
僧
で
あ
る
可

能
性
は
低
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
『
次
第
考
』
に
み
え
る｢

一
乗
院
殿
御
寄
進
状｣

で
あ
る
。
『
次

第
考
』
で
は
興
福
寺
一
乗
院
実
玄
僧
正
の
時
に
高
天
信
濃
法
眼
が
取
次
ぎ
、
二
条
丹
波
法
眼

憲
乗
が
奉
行
を
務
め
、｢

康
安
二
年
壬
刀
八
月
日｣

に
発
給
さ
れ
た
寄
進
状
の
包
紙
を
引
用
す

る
。
本
文
書
と
同
一
の
書
状
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
興
福
寺
一
乗
院
か
ら
の
寄
進
状

が
同
年
同
月
に
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
ま
た
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
住

持
職
相
論
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
興
福
寺
側
も
眉
間
寺
と
の
関
わ
り
が
様
々
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る

(
)

。
た
だ
し
、
本
文
書
を
興
福
寺
一
乗
院
御
教
書
と
し
て
考
え
た
場
合
、
ど
の

33

よ
う
な
関
係
を
も
と
に
発
給
さ
れ
た
の
か
現
時
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ひ
と

ま
ず
興
福
寺
一
乗
院
か
ら
発
給
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
す
に
留
め
て
お
き
た
い
。

で
は
、
こ
の
文
書
が
眉
間
寺
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
可
能
性
に

つ
い
て
最
後
に
考
え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
次
第
考
』
に
引
用
さ
れ
る
中
世
史
料

は
、
ほ
と
ん
ど
が
什
物
の
銘
・
刻
書
や
聖
教
奥
書
で
あ
り
、
中
世
文
書
は
多
く
が
失
わ
れ
て

い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
本
文
書
は
中
世
以
来
の
眉
間
寺
の

活
動
を
示
す
数
少
な
い
支
証
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
奈
良
奉
行
与
力
中
条
氏
が
把

握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
本
文
書
に
示
さ
れ
る
眉
間
寺
の
活
動
は
、
聖
武
天

皇
・
光
明
皇
后
・
藤
原
不
比
等
の
三
所
の
御
廟
の
守
護
と
そ
の
追
善
仏
事
で
あ
る
が
、
松
永

久
秀
の
多
聞
城
の
築
城
に
よ
っ
て
三
廟
の
様
相
は
様
変
わ
り
し
て
い
た
。『
略
記
』
に
よ
る
と
、

聖
武
天
皇
の
東
側
に
あ
っ
た
光
明
皇
后
陵(

佐
保
山
東
陵)

は
破
壊
さ
れ
、
多
聞
城
本
丸
と
な
っ

た
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
眉
間
寺
の
活
動
の
根
幹
と
し
て
三
廟
の
守
護
を
つ
と
め
て
い
た
中
世
以
来
の

由
緒
が
近
世
段
階
に
お
い
て
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
三
廟
の
一
角
を

成
す
光
明
皇
后
陵
は
多
聞
城
の
築
城
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
際
、
破
壊
さ
れ
た

光
明
皇
后
陵
の
代
わ
り
と
な
っ
た
の
が
、
東
淡
海
公
墓
の
北
東
、
聖
武
天
皇
陵
の
西
隣
に
位

置
す
る
古
塚
で
あ
っ
た(

現
在
の
奈
良
地
方
気
象
台
跡
地)

。
宮
内
庁
書
陵
部
が
所
蔵
す
る｢

眉
間

寺
付
近
図｣

は
寛
文
五
年
に
奈
良
奉
行
所
よ
り
三
千
六
百
坪
の
替
地
拝
領
を
認
可
さ
れ
た
際
の

絵
図
の
写
し
と
み
ら
れ
る

(
)

。
絵
図
の
紙
背
に
は
寛
文
五
年
の
江
戸
幕
府
老
中
奉
書
写
や
奈
良

34

奉
行
土
屋
忠
次
郎
書
状
が
記
さ
れ
る

(
)

。
絵
図
上
に
は
聖
武
天
皇
陵(

佐
保
山
南
陵)

の
西
側
に
淡

35

海
公
墓
と
光
明
皇
后
陵
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
老
中
奉
書
や
土
屋
忠
次
郎
書
状
の
文
中

に
み
ら
れ
る
文
言
に
は
、
三
千
六
百
坪
の
替
地
の
内
、｢

光
明
皇
后
宮
幷
淡
海
公
両
廟
所
之
芝

地｣

を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
塚
を
光
明
皇
后
陵
と
し
て

申
請
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
『
略
記
』
に
光
明
皇
后
陵
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
眉
間
寺
側
は
本
来
の
光
明
皇
后
陵
の
位
置
と
来
歴
に
つ
い
て
は

把
握
し
て
お
り
、
意
図
的
に
こ
の
塚
を
光
明
皇
后
陵
と
し
て
申
請
し
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
元
の
光
明
皇
后
陵
は
御
用
地
の
一
部
と
し
て
編
入
さ
れ
た
多
聞
城
跡
内
に
あ
り
、
な
お

か
つ
既
に
破
壊
さ
れ
た
陵
墓
を
由
緒
地
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
、
近
隣

の
塚
を
転
用
し
て
主
張
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
古
塚
を
眉
間
寺
が
古
来
よ
り

管
理
し
て
い
た
光
明
皇
后
陵
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廟
所
ま
わ
り
の
芝
地
を
替
地
と
し
て
獲

得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
眉
間
寺
宛
中
世
文
書
に
つ
い
て
僅
か
で
は
あ
る
が
考
察
し
た
。
三
廟
守
護
の
由
緒

を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
多
聞
城
跡
の
境
内
地
の
替
地
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
本

来
の
位
置
と
は
別
の
場
所
に
光
明
皇
后
陵
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
『
略
記
』
な
ど
に
み
え
る
よ
う
に
、
多
聞
城
の
築
城
に
よ
っ
て
光
明
皇
后
陵
が
破
壊

さ
れ
た
の
を
把
握
し
つ
つ
も
、
お
お
よ
そ
近
世
を
通
じ
て
東
淡
海
公
墓
の
北
東
の
古
塚
を
光

明
皇
后
陵
と
し
て
対
外
的
に
は
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
眉
間
寺
宛
の

中
世
文
書
は
、
そ
う
し
た
眉
間
寺
に
よ
る
三
廟
守
護
と
い
う
拠
り
所
を
示
す
中
世
文
書
と
し

て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
眉
間
寺
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
事
項
を
中
心
に
、
眉
間
寺
に
関
す
る
記
録

の
変
遷
や
中
近
世
の
眉
間
寺
に
つ
い
て
、
ま
た
東
大
寺
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
眉
間
寺
に
関

わ
る
中
世
文
書
の
概
要
と
そ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
近
世
眉
間
寺
の
由
緒
や
所
領
と
の
関
係
な

ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
近
世
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
瑞
鑑
が
住
持
を
つ
と
め
る
近
世
中
期
頃

ま
で
を
概
観
し
た
が
、
眉
間
寺
を
考
え
る
上
で
は
以
降
の
歴
史
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
特

に
、
文
久
年
間
の
修
陵
に
関
す
る
動
向
と
幕
末
か
ら
明
治
前
半
に
か
け
て
の
動
き
で
あ
る
。

文
久
年
間
の
修
陵
に
お
け
る
境
内
地
の
改
変
は
明
治
維
新
の
廃
寺
に
つ
な
が
る
前
兆
で
あ
り
、

眉
間
寺
が
廃
滅
し
た
直
接
・
間
接
的
要
因
を
考
え
る
上
で
近
世
中
期
以
降
の
検
討
は
欠
か
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
当
該
期
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
る

必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
の
力
量
で
は
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
近
世
中
期
以
降
に
つ
い

て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
擱
筆
す
る
。

註

(
)

金
沢
昇
平
『
平
城
坊
目
遺
考
』
、
一
八
九
〇
年
。

1

(
)

多
聞
城
の
発
掘
調
査
の
成
果
と
一
連
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
奈
良
市
教
育
委
員
会
編
『
奈
良
県

2

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
抄
報

第
十
輯
』(

奈
良
市
教
育
委
員
会
、
一
九
五
八
年)

、
奈
良

市
教
育
委
員
会
編
『
多
聞
廃
城
跡

発
掘
調
査
概
要
報
告
』(

奈
良
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九

年)

、
髙
田
徹｢

松
永
久
秀
の
居
城
ー
多
聞
・
信
貴
山
城
の
検
討｣

(

中
西
祐
樹
編
著
『
松
永
久
秀

の
城
郭
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年)

、
下
高
大
輔｢

多
聞
城
に
関
す
る

基
礎
的
整
理
ー
城
郭
史
上
に
お
け
る
多
聞
城
の
位
置
を
考
え
る｣

(

前
掲
書
所
収
、
初
出
二
〇
〇

六
年)

、
中
川
貴
皓｢

多
聞
山
普
請
に
つ
い
て｣

(

『
戦
国
遺
文
月
報

三
好
氏
編

第
二
巻
』

2

東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年)

、
福
島
克
彦｢

大
和
多
聞
城
研
究
の
成
果
と
課
題｣

(

天
野
忠
幸
編

『
松
永
久
秀
ー
歪
め
ら
れ
た
戦
国
の
“
梟
雄
”
の
実
像
』
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
七
年)

を
参
照

さ
れ
た
い
。
眉
間
寺
旧
蔵
の
仏
像
・
什
物
な
ど
に
つ
い
て
は
、
河
田
貞｢

春
日
宮
曼
荼
羅
舎
利
厨
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子
と
携
帯
用
舎
利
厨
子
に
つ
い
て｣

(

『M
U
S
E
U
M

』
三
三
五
、
一
九
七
九
年
）
、
京
都
国
立
博

物
館｢

平
成
五
年
度
修
復
文
化
財
関
係
銘
文
集
成｣

(

『
学
叢
』
一
七
、
一
九
九
五
年)

、
増
記
隆

介｢

南
都
眉
間
寺
旧
蔵
羅
漢
図
試
論｣

(

『
大
和
文
華
』
一
〇
六
、
二
〇
〇
一
年
）
、
桑
原
康
郎｢

新

出
の
眉
間
寺
銘
天
目
形
椀
に
つ
い
て｣

(

『M
iho

M
useum

研
究
紀
要
』
一
四
、
二
〇
一
四
年)

、

藤
田
直
信
「
安
楽
寺
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
に
つ
い
て

ー
快
慶
作
の
可
能
性
と
南
都
眉
間
寺
旧

蔵
新
出
資
料
ー
」(

『
三
重
の
古
文
化
』
一
〇
二
、
二
〇
一
七
年)

で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
聖
教

等
に
つ
い
て
は
稲
城
信
子
「
東
大
寺
所
蔵

大
般
若
経
に
つ
い
て
」(

『
南
都
佛
教
』
六
〇
号
、

一
九
八
八
年)

、
同
「
近
世
後
期
に
お
け
る
眉
間
寺
の
勧
進
活
動

ー
奈
良
市
十
輪
寺
所
蔵
大
般

若
経
の
奥
書
か
ら
ー
」
（
同
『
日
本
中
世
の
経
典
と
勧
進
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
の
成

果
が
あ
る
。
ま
た
、
近
世
旅
行
記
が
引
用
す
る
眉
間
寺
の
記
事
を
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、
安

宅
望｢

『
改
正
絵
入
南
都
名
所
記
』
考
ー
絵
図
屋
庄
八
の
小
型
案
内
記
出
版
戦
略｣
(

『A
R
T

R
E
SE
A
R
C
H

』vol.
-

、
二
〇
二
二
年)

が
あ
る
。

23
2

(
)

奈
良
県
編
『
大
和
志
料
』
上
巻(

奈
良
県
教
育
会
、
一
九
一
四
年)

で
は
、
眉
間
寺
の
項
目
で
『
佐

3

保
山
眉
間
寺
住
持
次
第
考
』
を
引
用
す
る
。
ま
た
、
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
編
『
奈
良
六
大

寺
大
観

第
十
一
巻

東
大
寺
三
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年)

の
解
説
三
五
頁
に
お
い
て
も

『
佐
保
山
眉
間
寺
住
持
次
第
考
』
が
引
用
さ
れ
る
。

(
)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵｢

佐
保
山
眉
間
寺
略
記｣

(

函
架
番
号
：
一
一
一
・
六
四)

。

4

(
)

宝
塔
九
輪
の
破
損
に
つ
い
て
は
『
次
第
考
』
を
、
阿
弥
陀
如
来
座
像
の
銘
文
に
つ
い
て
は
筒
井

5

英
俊
著
・
筒
井
寛
秀
編
『
東
大
寺
論
叢

論
考
篇
』(

国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年)

内
の｢

追
補｣

お
よ
び
前
註(

)

『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3

(
)

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
水
木
家
資
料
内
に
あ
る(

資
料
番
号
：H

ー

-
-

)

。
な
お
、

6

1242
3
68

宗
覚
正
直
に
つ
い
て
は
木
南
卓
一｢

宗
覚
律
師
伝｣

(

『
帝
塚
山
大
学
紀
要
』
一
九
、
一
九
八
二
年)

を
参
照
。

(
)

鳳
寿
瑞
鑑
に
つ
い
て
は
、
前
註(

)

稲
城
二
〇
〇
五
年
論
文
お
よ
び
藤
田
論
文
参
照
。

7

2

(
)

東
大
寺
薬
師
院
文
書
第
二
部
一
九
四
号
。

8

(
)

中
世
眉
間
寺
の
段
階
で
は
、
例
え
ば
経
覚
や
尋
尊
が
眉
間
寺
で
雪
見
を
お
こ
な
っ
て
い
る(

『
経

9

覚
私
要
抄
』
康
正
二
年
正
月
廿
一
日
条)

。
ま
た
、
天
文
二
十
二
年(

一
五
五
三)

二
月
廿
五
日
に

は
、
三
条
西
実
条
・
里
村
紹
巴
一
行
が
眉
間
寺
を
訪
れ
て
花
見
を
す
る
な
ど(

『
吉
野
詣
記
』)

、

四
季
折
々
の
景
色
を
楽
し
む
名
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
近
世
眉
間
寺
の
段
階
に
お

い
て
も
寛
文
七
年(

一
六
六
七)

に
隠
元
隆
琦
が(

『
黄
檗
開
山
普
照
国
師
年
譜
』)

、
近
世
後
期

に
は
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨
が
度
々
参
詣
し
て
い
る(

『
寧
府
紀
事
』
弘
化
三
年
四
月
廿
一
日
条

等)

。

(
)

｢

兵
庫
関
月
充
用
途
結
解
状｣

(

『
大
日
本
古
文
書

東
大
寺
文
書
之
二
十
』
一
三
一
六
号)

。

10

(
)

坂
上
雅
翁｢

知
足
院
悟
阿
と
良
遍｣

(

『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
四
〇-

二
、
一
九
九
二
年)

参
照
。

11

(
)

松
尾
剛
次｢

中
世
都
市
奈
良
の
四
境
に
建
つ
律
寺｣

(

同
『
中
世
の
都
市
と
非
人
』
法
蔵
館
、
一

12

九
九
八
年)

、
幡
鎌
一
弘｢

中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
寺
院
と
墓｣

(

同
『
寺
社
史
料
と
近
世
社
会
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年)

。

(
)

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
二
年
五
月
十
八
日
条
に
も｢

在
々
所
々
山
共
崩
了
、
眉
間
寺
長

13

老
坊
破
損
、
僧
一
人
入
滅
了｣

と
記
さ
れ
る
。

(
)

前
註(

)

京
都
国
立
博
物
館
論
文
参
照
。

14

2

(
)

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
九
月
晦
日
条
。

15

(
)

｢

赤
澤
長
経
書
状｣

(

『
大
日
本
古
文
書

東
南
院
文
書
之
三
』
七
八
六
号)

。

16

(
)

『
大
日
本
古
文
書

東
大
寺
文
書
之
二
十
一
』
一
四
九
七
号
。

17

(
)

『
春
日
神
社
文
書

第
二
』(

春
日
神
社
社
務
所
、
一
九
三
四
年)

、
一
一
六
一
号
。

18

(
)

前
註(

)

中
川
論
文
に
お
い
て
も
新
眉
間
寺
に
関
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
堂
舎
の

19

2

破
却
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
計
画
的
に
移
転
さ
れ
た
と
す
る
。

(
)

『
続
南
行
雑
録
』(

『
続
々
群
書
類
従
』
第
三

史
伝
部)

所
収
。

20

(
)

来
迎
寺
の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
眉
間
寺
旧
蔵
の
本
尊
で
あ
り(

奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編

21

『
奈
良
市
史
』
社
寺
編
、
一
九
八
五
年
、
一
五
〇
頁)

、
伝
香
寺
に
は
眉
間
寺
よ
り
移
さ
れ
た
石

仏
が
あ
る
と
い
う(

前
掲
書
、
二
〇
八
頁)

。

(
)

前
註(

)

桑
原
論
文
で
は
、
高
野
山
持
明
院
伝
来
の
眉
間
寺
銘
古
椀
が
天
保
五
年(

一
八
三
四)

22

2

に
は
既
に
流
出
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
)

『
庁
中
漫
録
』
巻
八
。
な
お
、
慶
長
七
年
の
徳
川
家
康
判
物
・
朱
印
状
の
特
質
に
つ
い
て
は
林

23

晃
弘｢

慶
長
七
・
八
年
付
大
和
諸
寺
宛
徳
川
家
康
判
物
・
朱
印
状
の
発
給
年
次｣

(

『
日
本
史
研
究
』

六
〇
二
、
二
〇
一
二
年)

を
参
照
。

(
)

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
七
年
九
月
廿
七
日
条
。

24

(
)

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
八
年
六
月
廿
一
日
条
。

25

(
)

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
八
年
二
月
十
八
日
条
。

26

(
)

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
八
年
五
月
十
三
日
条
。

27

(
)

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
八
年
十
月
五
日
条
。

28

(
)

『
次
第
考
』
で
は
継
運
長
寿
を
歴
代
住
持
と
し
て
数
え
て
い
な
い
が
、
『
本
光
国
師
日
記
』
慶

29

長
十
七
年
九
月
廿
七
日
条
で
は
長
寿
が
坊
主
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
一
時
的
に
住
持

と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
『
解
集
』
に
お
い
て
も
歴
代
住
持
と
し
て
数
え
る
。
お

そ
ら
く
、
『
次
第
考
』
で
は
大
坂
夏
の
陣
で
大
坂
方
に
加
担
し
た
こ
と
が
憚
ら
れ
、
歴
代
住
持
か

ら
外
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(
)

高
田
屋
嘉
兵
衛
を
輩
出
し
た
高
田
家
と
同
族
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

30
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橘 悠太 眉間寺についての一考察

(
)

寺
元
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
平
山
敏
治
郎｢

寺
元
に
つ
い
て｣

(

京
都
大
学
文
学
部
読
史
会
『
國

31

史
論
集

二
』
読
史
会
、
一
九
五
九
年)

、
幡
鎌
一
弘｢

寺
元
か
ら
み
る
近
世
寺
僧
の｢

家｣

と
身

分｣
(

前
註(

)

書
籍
、
初
出
一
九
九
四
年)

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

11

(
)

大
宮
家
文
書
戊
函
一
八
号
。

32

(
)

な
お
、
天
和
四
年(

一
六
八
四)

の
興
福
寺
書
上
に
は｢

惣
寺
之
末
寺｣

の
一
覧
に
眉
間
寺
が
含
ま

33

れ
て
い
る(
永
島
福
太
郎
編
『
春
日
大
社
文
書
』
第
五
巻(

春
日
大
社
、
一
九
八
五
年)

一
一
〇
二

号)

。

(
)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵｢

眉
間
寺
付
近
図

（
寛
文
５
年
・
大
和
国
添
上
郡
法
蓮
村
）｣

(

函
架
番

34

号
：
一
六
四
・
四
七
七)
。

(
)

『
庁
中
漫
録
』
巻
八
に
も
同
じ
文
書
の
写
し
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

35
〔
謝
辞
〕
本
稿
で
引
用
し
た
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
史
料
お
よ
び
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
史
料
の
閲

覧
等
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
お
よ
び
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
方
々
に
数
々
の
ご
高
配
を

賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

(
歴
史
研
究
室

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
フ
ェ
ロ
ー)
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